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は じ め に

近年，日本社会において大きな変容が生じている。それは一言でいえば「（伝

統的な）共同体の解体」ということである。すなわち，家族，地域，学校，会

社などにおける共同性や集団的一体性の弛緩が進行しているのである。たとえ

ば，家族においては，精神科医の小此木啓吾のいう「ホテル家族」化や情報人

類学者の奥野卓司のいう「ネットワーク家庭」化が生起している。現代の家族

はホテルの宿泊者たちのように，同じ食堂で食事をする（時間差がある場合も

ある）のだが，そこにコミュニケーションはほとんどなく，食事が済むとそれ

ぞれ自分の部屋に戻って引きこもり，プライベートな時間を過ごす。一つの建

物内で家族のメンバーはそれぞれ個別の時間と空間を生きているのである。そ

して，家族間のつながりは携帯電話などの個メディアによって維持され，ゆる

やかにネットワーク化された関係になりつつある。１）

地域や近隣においても，都市化や郊外化によって人間関係の流動化・希薄化

が進み，近隣社会の生活共同性が衰微している。たとえば，そのことは町内会

や自治会の加入率低下という現象として表出している。首都圏では神奈川県川

崎市多摩地区の自治会加入率は１９８２年には８０％を超えていたが，２００８年には

６０．８％に低下している。２）同じく首都圏の東京都町田市では町内会加入率が年々

低下し，２０００年に６３．６％であったが，２００８年には５８．１％になっている。３）地方



でも和歌山県の旧田辺市では，加入率は１９８２年に９２．５％だったが，２００８年に

は７８．４％へと約１４％低下している。４）また，平成１９年度版の国民生活白書によ

れば，近所づきあいにおいて，「親しくつき合っている」が１９７５年には５２．８％

だったが，１９９７年には４２．３％に下落しており，隣近所の人と「よく行き来し

ている」と「ある程度行き来している」と答えた人が２０００年には５４．６％だっ

たが，２００７年には４１．６％に落ち込んでいる。５）

会社においても，１９９０年代以降，経済のグローバル化とともに日本型経営

の衰退が始まり，終身雇用・年功序列・企業内組合といった共同体的な組織特

性に変化が生じている。日本においてもグローバル・スタンダードとしてのア

メリカ型経営，すなわち株主重視経営，成果主義，雇用の流動化と多様化（非

正規雇用の増加）が促進されることになったのである。その結果，家父長制的

な「家」共同体としての「企業」観，擬制的家族としての会社内の共同体的人

間関係は解体しはじめる。会社は「家」としての長期的な共同体的利益を追求

するのではなく，株主のための短期的な利益追求を行う機能集団になる。それ

とともに，自立した諸個人が自己利益を追求するために自由で多様な労働契約

を結んで，各人が相互に成果を競い合うといった，いわばアリーナ（競争現場）

となりつつある。６）

現代日本社会において生じている，こうした地縁・血縁・社縁的な各種共同

体の解体は，「個人化」の進行として捉え返すことができるだろう。すなわち，

個人の逸脱やわがままを抑制する共同体が解体するということは，個人の自由

や選択の範囲が拡大するということである。あるいは，共同体の弱化により個

人は自己の行為選択において共同体のルールや取り決めにもはや準拠・依存で

きなくなっているということである。このように「個人化」が進行している現

在，それが社会の崩壊や衰退を示唆する現象であるとも考えられるがゆえに，

今後のその展開を考察するという課題が重要性を帯びてくる。本稿ではその予

備作業として，ドイツの社会学者 U・ベックの「個人化」論について検討を加

えたいと思う。この作業により，これからの日本社会のゆくえを考量するため
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に欠かすことのできない貴重な視座を獲得できると考えている。

一 「個人化」の歴史＝社会的背景

ベックによれば，「『再帰的近代化（reflexive modernization）』という，より

ラディカルな過程の結果として，根本的な変化が社会と政治の本質において生

じている」。７）そしてその「根本的な変化」の中には「個人化」も含まれてい

る。「個人化の過程は理論的には再帰性の所産であると考えられる（Der

Individualisierungprozeß wird theoretisch als Produkt der Reflexivität gedacht）。」８）

このようにベックにおいては，「個人化」という現象は「再帰的近代化」ある

いは「再帰的近代（reflexive modernity）」という歴史＝社会的状況において生

起していると考えられている。

そこで，まずベックの「個人化」概念について検討する前に，その前提となっ

ている「再帰的近代」という時代認識について確認しておきたい。９）「再帰的近

代」は 「第二の近代（second modernity）」とも称されるのだが，それは「第

一の近代（first modernity）」（あるいは「単純な近代化」）と区別されるもので

ある。近代は第１期と第２期に分節され，「再帰的近代」は近代の第２期，新

しい近代だというわけである。１０）そして，ベックによれば「再帰的近代化」と

は，「反射的（reflexive）」という言葉が示唆しているように，「反省（reflection）」

ではなく，「自己対峙（self-confrontation）」を，すなわち「自分と向き合うこ

と」を意味しているのである。さらにいえば，「再帰的近代化」とは，近代が

それ自身の成功の副作用と向き合う，ということなのである。１１）

ベックは，近代社会について「工業社会（industrial society）」とその次の段

階としての「リスク社会（risk society）」という区分も行っており，工業社会

時代からリスク社会時代への推移が「再帰的近代化」と称されるのである。こ

の推移は「潜在的副作用の様式に従って，近代の自律したダイナミズムの結果

として，望まれないままに，気づかれることなく，いやおうなしに生起してい

る」。１２）工業社会では進歩に関する合意が自明のこととされ，生態系の危機が等
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閑視されていたのだが，リスク社会では「近代化に伴う危険が科学化の対象と

なることによって，潜伏していたものが顕在化してくる」。１３）

ベックにおいては，おおよそ「第一の近代」＝「単純な近代」＝「工業社会」，

そして「第二の近代」＝「再帰的近代」＝「リスク社会」と考えられており，

再帰的近代化によって近代自体が再帰化していくわけだが，それは近代社会自

身の自律的発展が生み出した（自然破壊などの）副作用としてのリスクに近代

社会が反射的に直面せざるをえなくなることを意味している。「工業社会」＝

「単純な近代」においては認知・反省されることのなかったリスクに，いやお

うもなく正面から向き合わざるをえなくなるのが，「リスク社会」＝「再帰的

近代」だというわけである。「自律的で，望まれておらず，気づかれていない，

工業社会からリスク社会への移行を『再帰性（reflexivity）』と呼びたい」。１４）「近

代の再帰性理論の基本命題は，ごく単純化すれば以下のとおりである。すなわ

ち，近代社会の近代化がよりいっそう進展すればするほど，工業社会の基礎は

ますます解体され，消尽され，変化をこうむり，危機にさらされるということ

である。近代の反省理論（refection theory of modernity）との違いは，このこと

が反省を伴わず，知識や意識が及ばない形で生じうるという事実にある」とさ

れる。１５）

ベックにおいて「個人化」は「反省的近代化（reflective modernization）」の

進展によって「（自己）反省」が高度化して生じたものというよりもむしろ，「無

反省（non-reflection）」や「非知（non-knowledge）」を含む「再帰的近代化」に

よってもたらされたと考えられている。１６）そして具体的には，「個人化」は「伝

統的な生活連関からの解放」であるとされている。１７）「福祉国家という形で保障

を与える近代化の過程が進む」ことによって工業社会の「生活様式がその伝統

から解放されていく」。なぜなら「福祉国家によって支援される権利や義務の

ほとんどは…（中略）…個人のために設定されている」からであり，「労働市

場社会でありながら福祉国家的に生存が保証されるということが普遍化してい

けば，階級社会の社会的基盤が解体される。また，同時に家族という社会的基
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盤もまた解体されてしまう」からである。「今日解体されつつあるのは，発達

した工業社会の生活様式や労働様式」，つまり，「社会の階級や階層，核家族で

ある」というのである。１８）

近代が徹底化されて福祉国家による個人の生活保障が整備されていけば，近

代化の副作用として，工業社会の伝統的な生活様式としての階級や家族という

集合体的基礎が，意図されることなく，気づかれることなく，いやおうなしに

掘り崩されていき，「個人化」が生起する。そして，近代の成功がもたらした，

その意図されなかった，認知されなかった，そして必ずしも望まれていなかっ

た帰結に近代自身は向きあっていかざるをえない，というわけである。「無反

省」や「非知」を伴う近代の再帰的＝自己対峙的なプロセスの中で，「個人化」

が進行しているのである。それゆえ「個人化は，諸個人の自由な意思決定に基

づいているのではない。…（中略）…人々は個人化を運命づけられている」と

いうことになる。あるいは「個人化は諸個人の自由な決定によってもたらされ

るわけではない，一つの社会状況なのである」。１９）「個人化」は「再帰的近代化」，

すなわち，工業社会の前提を掘り崩し，もう一つの別の近代に道を切り開く

「近代の徹底化」（「近代化の近代化」）がもたらした「強制的なもの（compulsion）」

なのである。２０）

二 ベックの「個人化」概念

－－－協同的な個人主義と制度化された個人主義－－－

前節で同定したように，ベックにおいては「個人化」とは再帰的近代化にお

いて強制されるものであるわけだが，次に「個人化」概念のより具体的な意味

合いについて見ていきたい。ベックは再帰的近代化とともにグローバリゼー

ションと脱伝統化と「個人化」が同時に進行していることを示唆している。す

なわち，今日，人々は「第一の近代」の国民的な工業社会から世界リスク社会

というトランスナショナル（通国民的）な混乱へと移住させられており，人々

はきわめて多様で矛盾に満ちたトランスナショナルで個人的なアイデンティ
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ティとリスクとともに自分自身の人生を生きることが期待されている。その意

味において「個人化は脱伝統化を意味しており，その逆もまた真である」と述

べている。２１）このように「個人化」とはグローバルな状況の中で人々が伝統や

共同体による拘束から自由になること，そしてそれゆえ自分自身で自分の人生

ないし生活史を作っていくことである。伝統的拘束からの自由，すなわち脱伝

統化が「個人化」と連動して生じているのであり，「個人化」した「自分自身

の人生は脱伝統的な人生でもある」というわけである。２２）

それゆえ，「個人化」は「人間の人生があらかじめ決められた状態から解き

放たれたことを意味している。つまり，まだ確定されていないもの，個々人の

決定に左右されるものになったということ，人生の成り行きが個々の課題とし

て各人の行為にゆだねられているのだということである」。あるいは「人生が

『自己反省的（selbstreflexiv）』になっていることを，社会的にあらかじめ与え

られた人生が，自分で作っていく，そして作っていかなくてはならない人生へ

と変換されていることを」意味している。２３）それは人々の人生が「選択された

人生」，「自分自身で作り出す人生」，「再帰的＝反省的な人生」，「組み立て工作

の人生」になることである。２４）つまり，個人化によって人間は諸可能性の中か

ら選択されたもの，すなわち，ホモ・オプティオニス（homo optionis）になる

のである。２５）

以上のように，ベックの場合，「再帰的近代（第二の近代）」においてグロー

バリゼーションおよび脱伝統化と相即的に現象する「個人化」は，はからずも，

そして，いやおうなしに人々の人生が選択可能，自己決定可能，自己製作可能

なものとなってしまったことを指し示しているといえるのだが，こうしたベッ

クの「個人化（individualization）」概念は，称賛されるイデオロギーとしての

「個人主義（individualism）」や発達心理学者が使用する意味での「個体化

（individuation）」とは異なる。「個人化」は新自由主義的な「市場的利己主義

（market egoism）」と同一視できないのであり，また，J・ハバーマスが記述す

るような解放を意味しているのでもない。さらに，「個人化」は人間が自律的
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な個人になる過程を示す「個体化」でもないのである。２６）

ベックはとりわけ「個人化」と新自由主義的な「個人主義」（自由市場的個

人）との違いを強調している。新自由主義経済は自給自足的な人間自我（autarkic

human self）のイメージに依拠している。それは諸個人が自分ひとりだけで自

分の人生全体を制御でき，自分自身の内部から行為能力を引き出し，更新する

ことができることを想定している。自給自足的な個人（self-sufficient individual）

というイデオロギー概念は，究極的にはあらゆる意味における相互的義務の消

失を意味している。２７）ベックはまた新自由主義的な「個人主義」を「利己的な

起業家（self-entrepreneur）」という理念型によって説明している。利己的な起

業家は自己の制約なき自律性という幻想において行為している。利己的な起業

家は自分がモナド（単子）であると信じており，完全な独立という幻想の中に

生きている。そしてグローバル社会のロビンソン・クルーソーのように自分が

孤立した実存を生きていると考えている。２８）

ベックによれば，「個人化」はしばしばこうした自給自足的な個人主義とし

て誤解されている。あるいは，「個人化」は自分第一主義社会（me-first society）

を生み出しているというステレオタイプ（紋切り型）的思考が存在しているが，

それは誤ったイメージである。２９）「個人化」はつねに他者とともにある個人化で

ある。「個人化」は社会的な概念であり，それ以外のなにものでもない。「個人

化」は本来的に「共－個人化（co-individualization）」という規範的要求によっ

て定義される。３０）そもそも他者とのネットワークをつうじてでなければ，いか

なる自己選択的な生活も組織できないのである。人々は「利己的な起業家」と

は別の種類の起業家，すなわち「社会性のある起業家（social entrepreneur）」

になることを強いられる。人々は他者の企図と自分の企図とを調和させる継続

的な過程に参加することによってはじめて自らの自己選択的な生活を構築する

ことができるからである。ゆえに自己選択的生活を送ることは社会的生活を送

ることを意味している。３１）

このようなベックの「個人化」概念は「利他的個人主義（altruistic individualism）」，
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「協同的利己主義（cooperative egoism）」そして「協同的個人主義（co-operative

individualism）」といった用語において端的に示される。３２）これらの用語は以下

のような事柄を意味している。すなわち，個人であることは他者への配慮を排

除しない。実際に個人化された社会で生きることは，自分の日常生活を管理

し，秩序づけるために，社会的に分別がなければならず，他者と関係しなけれ

ばならず，自分自身を制約しなければならないことを意味している。「個人化」

は社会化や共同主観性を前提しているのであり，個人であるためには，自分た

ちの共同主観性を構成し，発明しなければならない。３３）自分自身の人生を生き

る人々は誰でもかなりの程度，社会性ということに敏感でなければならない，

ということである。３４）

また，ベックの「個人化」は「制度化された個人主義（institutionalized

individualism）」や「制度的個人主義（institutional individualism）」という意味

合いも有する。近代的生活において，個人は家族，部族，宗教，出自，階級と

いった古い紐帯の外で，自分自身の独立した生活を送ることができ，そして送

らなければならない。しかし，個人は国家，労働市場，官僚制などが設定した

新しいガイドラインや規則の中でそうするのであり，「個人化」は諸制度に依

存した個人的状態なのである。３５）「解放された諸個人は，労働市場に依存し，そ

れゆえ教育に依存し，消費に依存し，社会保障上の規制や扶助制度に依存し，

交通計画や消費財や，そのときどきで流行っている医学的，心理学的，教育学

的な助言や補佐に依存している」。３６）個人化された自分自身の人生は完全に制度

に依拠しているのであり，拘束的な伝統に代わって，制度的な指針が自分自身

の人生を組織する場面に現われている。国民国家は「個人化」を生み出し，肯

定したが，それに適応するための社会化の教義と教育制度を伴っていたのであ

る。教育や福祉国家のような制度的資源が存在する「個人化」とそれらが存在

しない「アトム化（原子化）」との間には大きな相違がある。３７）新自由主義的な

市場イデオロギーによって促進されるのが「アトム化」であるが，それは社会

的保障を提供する集合的システムが撤去されつつある時に生起するものであ
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る。これに対して「個人化」は社会的保障の基礎の上に生じているのである。３８）

以上のように，ベックは「個人化」を「協同的あるいは利他的個人主義」そ

して「制度化された個人主義」といった社会科学的な意味合い（＝社会制度に

支えられ，かつ社会性・社交性を有する個人主義）において捉えているのであ

り，それは新自由主義的な意味（＝自給自足的で孤立した利己的な個人主義な

いしアトム化）や一般社会に流布しているステレオタイプ的見方（＝「自分第

一主義」）とは区別されるのである。そして，自律性かアノミーかという二者

択一的な見地から個人化された社会を理解しようとする常識的見解は問題を単

純化し，歪めているとされるのである。３９）

三 「個人化」と社会統合

－－－「第二の近代」の社会構造としての「個人化」－－－

前節でも確認したように，ベックの「制度化された個人主義」としての「個

人化」の概念は二つのことを意味している。一方において，個人化は既存の社

会形態の解体，すなわち，階級，社会的地位，ジェンダー的役割，家族，近隣

のようなカテゴリーがますます壊れやすくなることを意味している。他方にお

いて，「個人化」は近代社会において新しい要求，統制，拘束が諸個人に課さ

れていることを意味している。つまり，労働市場，福祉国家，諸制度をつうじ

て人々は規制，条件のネットワークに結びつけられる。年金受給権，保険保

障，教育補助金，税率など，これらすべては近代の思考，計画，行為が生み出

される地平を構成する制度的準拠点である。それゆえ，「個人化」は空虚な空

間においてジャグリングをするような自由気ままな行為の論理を意味してはい

ない。近代的主体がその選択を展開する空間は非社会的空間ではないのであ

る。４０）

これら二つのことは「制度化された離床した個人主義（institutionalized

disembedded individualism）」という言葉で指し示される。４１）「個人化」は「第二

の近代」においては徹底化されて「再着床のない離床（disembedding without
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reembedding）」となるとされるのだが，伝統や共同体から離床した個人化は制

度化されているのである。進展した近代においては，人間の相互性や共同性は

もはや堅固に確立された伝統にもはや依拠しておらず，「相互的な個人化

（reciprocal individualization）」という逆説的な集合性に依拠しているとされる

のである。４２）

また，ベックのいう「利他的な個人主義」や「協同的個人主義」としての「個

人化」は，社会性・社交性を有する個人主義ということであるが，それは「実

験的な形態の個人主義（experimental form of individualism）」でもある。もはや

伝統的な規則や規範に依拠できない現代において，諸個人は手探り状態で自己

選択的に他者との関係性を実験的に構築していくほかはないからである。この

協同的で実験的な形態の個人主義は自分の人生の選択と他者のそれとを調和さ

せる圧力を含んでいる。それゆえ，それは必然的に実験的な文化に向けて開か

れており，新しい社会形態を創造するのである。４３）

このように，「個人化」は選択の自由の増大が秩序の解体をもたらすという

ことを意味していない。４４）「個人化」は高度に分化した社会の構造的特質であ

り，社会統合を脅かすのではなく，むしろ社会の統合を可能にするのであ

る。４５）すなわち，離床した「個人化」は「第二の近代」の社会構造になってい

るのである。４６）

ただし，この構造は「流動的な構造（fluid structure）」である。今では諸個

人はかつてよりもはるかに広い選択肢から自分自身の生活史を構築しなければ

ならない。限定的な所与の人生行路は非常に広範な未知の人生行路に置き換え

られた。そして役割セットの所与の構造は，あらゆることが所与ではなく，す

べてが交渉・協定されなければならないようなきわめて流動的な状況に置き換

えられたのである。こうした流動性は構造を有することができるのであり，そ

れはかつての社会構造とは異なる種類の構造である，とされる。４７）

このほかにも，ベックは「構成的な規範（constitutive norms）」ということに

ついても言及している。自己選択的な生活の時代において，諸個人はもはや伝
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統的規範や所与の選択肢によって統制されない。その代わり，優先権は構成的

な規範に与えられなければならない。それは自己選択的な実験を可能にし，個

人化がアトム化に傾くのを妨げる，としている。４８）

以上のように，ベックは（労働市場や福祉国家の制度の下での）諸個人の（協

同的かつ実験的で）自己選択的な人生の構築が，いまや社会の構築および構造

化の重要な部分になっているという。４９）そして「流動的な構造」や「構成的な

規範」の存在を指摘しつつ，「個人化」が社会の統合を脅かし，解体に導くの

ではなく，むしろ動態的な集合性や凝集性をもたらすことを主張しているので

ある。

四 「個人化」とゾンビカテゴリー －－－家族と階級－－－

「個人化」が進行するとともに伝統的な共同体や集合体が解体するというこ

とについてはすでに見たとおりであるが，ベックはこうした崩壊しつつある従

来の集合体を指し示すカテゴリーを「ゾンビカテゴリー（zombie categories）」

ないし「死に体のカテゴリー（living-dead categories）」と呼んでいる。５０）「個人化

のゆえに，死んでいるのだが，それでもなお生きている多くのゾンビカテゴリ

ーとともに我々は生活している」というのである。５１）ゾンビカテゴリーないし

ゾンビコンセプト（zombie concept）とは，それに対応する特定の現実が消滅

しているにもかかわらず，理念は生き残っているような概念である。すなわ

ち，それは「我々が察知していない生き生きとした新しい現実が存在している」

にもかかわらず，我々の精神につきまとい，それを曇らせて，我々が新しい事

柄を捉えることを不可能にしている死んだ理念である。５２）

ゾンビカテゴリーの例として，ベックは，家族，階級，近隣，国民国家など

を挙げている。ここでは特に家族と階級のゾンビカテゴリー化について取り上

げてみたい。ベックは「家族はゾンビカテゴリーの好例である」としており，

「私は階級をゾンビカテゴリーだと考えている」と述べている。５３）
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（�）家族

工業化以前の家族においては，老若男女はそれぞれ自分自身の場所とそこで

の仕事を持っていた。しかし，同時に人々の活動は相互に緊密に組み合わされ

ており，農地や作業場を維持していくという共通の目標に従属していた。家族

のメンバーは同じ経験と圧力（季節のリズム，収穫，悪天候など）にさらされ

ており，共通の努力によって結束していた。それは緊密に編み込まれた共同体

であった。そこには個人的な好みや感情や動機の余地はほとんどなかった。こ

のように，工業化以前の家族は「連帯の義務」によって団結を続ける「必然的

な共同体（community of need）」として定義されうる。５４）

しかしながら，福祉国家の発展と工業化によって家族に大きな変化が生じ

た。福祉国家における社会保障措置によって，諸個人は労働市場において役割

を果たすことができなくても，家族に依存しなくなった。社会保障は家族を超

えた最低限の生存を保障した。個人的に設計された人生の論理は増強され，家

族の絆はかなり弛緩したのである。また，工業化によって家族は労働や経済の

単位としてのその機能を喪失し，労働市場に関わる新しい関係性をスタートさ

せた。第一段階において，家の外の有給の雇用に関与したのは主に男性だっ

た。女性は当初，家庭や子供の領域，すなわち，新しく形成されつつあった私

的空間に従属していた。女性は男性の収入に依存するようになり，男性は職場

で働くために日常的な作業や世話に関して女性を必要とした。工業化以前の家

族を特徴づけていた連帯の義務は改変された形で存続していたのである。５５）そ

の後，１９６０年代以降，女性の生活史における変化がさらに生じた。教育，職

業，法システムなどにおける変容の結果として，女性が家族の外に出るにつれ

て，女性はもはや扶養者としての男性に依存しなくてもよくなった。自律と自

給自足の視点が女性に提供されたのである。女性は自分自身を家族の従者とみ

なすのではなく，自分自身の権利と企図と選択肢を備えた個人として立ち現れ

るようになった。こうしたことは女性の生活史においても，個人的設計の論理

が主張されるようになり，連帯の義務がさらに解体しつつあることを意味して
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いた。５６）

さらに，今日では離婚と再婚の増加により，いわゆるステップファミリーが

増大しているが，そこでは家族の結びつきを決定するのは帰属性（出生と結婚）

という伝統的な規則ではない。家族のつながりの維持は，もはや当然の事柄で

はなく，自由に選択される行為である。離婚後の状況において，親族関係は選

択と個人的な嗜好の法則に従って新たに作り上げられる。それは「選択的親和

性（elective affinities）」という形態をとる。５７）たとえば，離婚と再婚によって祖

父と祖母が多元化している状況において，彼らは自分の息子や娘の決定に参加

するいかなる手段もなしに包摂されたり，排除されたりする。孫の観点から

は，祖父の意味は個人の決定や選択によって規定されるべきものである。諸個

人は誰が自分の主要な父であり，主要な母であり，誰が自分の祖父であり，祖

母であるかを選択しなければならない。我々は家族の内部で「選択的関係性

（optional relationships）」を取り結ぶようになりつつあるのである。５８）

工業化以前の社会において家族は主として「連帯の義務」によって結合した

「必然的な共同体」だったが，現代世界においては個人的に設計された人生の

論理はますます顕著になっている。家族はますます選択的な関係に，つまり諸

個人の連合体（association）になりつつある。家族の絆は壊れやすくなり，合

意形成しようとする試みが失敗するならば，大きな崩壊の危険が存在する。

人々が選択するようになり，自分自身でつくる関係性（do-it-yourself relationship）

の日常的な細部について交渉し，決定するようになるにつれて，「ありふれた

混沌（normal chaos）」が増大し，成長しつつある。

こうしたことは伝統的な家族が単純に消失することを意味しているのではな

い。しかし，伝統的な家族はそれが長い間保持していた独占的地位を失いつつ

あるのである。新しい生活形態が拡大しており，それは単独で生活することで

はなく，さまざまな種類の関係性を追及している。たとえば，公式的に結婚し

ないこと，子どもを持たないこと，単親であること，同性の両親，パートタイ

ムの関係，人生のある時期の間継続する同伴などである。こうした形態すべて
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は家族の未来を，あるいは大まかに「ポスト家族的家族（post-familial family）」

と称されるものを指し示している，とされる。５９）

以上のように，ベックによれば，家族は「必然的な共同体」から「選択的親

和性」（ないし「選択的な関係性」）になりつつあるのであるが，そのことは家

族が解体・消滅するということを意味してはいない。６０）「個人化」は私的な生活

を無限開放的な実験的な状況へと変容させ，規範的な家族モデルは百花繚乱的

な多様性に向けて開放されたのである。６１）いまや家族は新しい多様な歴史的形

態を獲得しつつあるのであり，それらは「ポスト家族的家族」と呼ばれるので

ある。６２）こうして「個人化」の進展によって従来の家族概念は，現実が変容し

ているにもかかわらず，理念のみが生き残っているような概念に，すなわち，

ゾンビカテゴリーになっている，というわけである。

（�）階級

ベックは伝統的家族や国民国家や民族性などとともに，階級も「個人化」に

よって衰退しつつある社会秩序の一つであるとしている。６３）労働者の連帯や集

合体の解体は，最近の時代の中心的な歴史的経験の一つである。６４）先進社会に

おける社会的不平等に関する問題は，もはや階級の問題として受け止められて

いない。６５）階級社会は「個人化した被雇用者社会（an individualized society of

employees）」に移行しつつあり，そこでは不平等の持続あるいは強化と，もは

や伝統的ではない個人化したポスト階級社会の諸要素とが同時に生じる，とさ

れる。６６）

この移行期の社会（＝「個人化した被雇用者社会」）においては，第一に，「個

人化」の過程は階級的区分からその社会的アイデンティティを奪う。社会集団

はその弁別的特徴を失い，それ独自のアイデンティティと構成的な政治勢力に

なる機会も失う。第二に，不平等は決して消滅しない。不平等は単に社会的リ

スクの「個人化」という見地から再定義されるようになる。第三に，社会問題

に対処しようとする際に，人々は政治的および社会的に連帯することを強いら
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れる。しかし，こうしたことはもはや階級モデルのような単一のパターンに従

う必要はない。さまざまな集団や団体の間の一時的な連合が，関わりのある特

定の課題や状況に応じて，形成されたり，解体されたりするのである（たとえ

ば，航空機による騒音公害に対する地域居住者の反対運動に参加すること，金

属労働者の組合に加入すること，保守政党に投票すること，といった一見する

と矛盾した諸運動方針を採用することは可能である）。個人化した社会は新し

くて多面的な闘争，イデオロギー，連携のための基礎を準備するのである。第

四に，差別と結びついた帰属的特性（人種，皮膚の色，性差，民族性，年齢，

同性愛など）の線に沿って，絶え間ない闘争が生じる傾向がある。進展した個

人化の状況下ではこうした擬似自然的な社会的不平等が極めて特殊な組織化効

果をもたらす。これらは達成原理との両立不可能性だけでなく，不平等の不可

避性と永続性に焦点を合わせることによって，政治的な力を得ようと試みる。

このようにベックは，闘争の境界線が拡散するものの，社会的不平等は存続

する，ないしは激化しうるポスト階級社会の輪郭を提示しつつ，現代社会がこ

うした方向に移行しつつあるとみなしているのであるが，さらに，近年の不平

等の拡大を背景にした階級復活説を批判している。階級を理解するためには，

階級を「個人化」という新しい文脈の中に位置づける必要がある（このことは

階級のみならず，あらゆる所与の社会集合体にあてはまる）という。６７）

「個人化」を経済的に豊かな人々だけに生じている事柄だとみなすことは誤

りであり，貧困の「個人化」も存在する。豊かな国々における貧困は，一生涯

の状況というよりはむしろ，ほとんどの人が通過する平均的な労働期間におけ

る一局面になりつつある。ほとんどの人々にとって貧困は一時的な経験に過ぎ

ない。貧困者のバスはあらゆる人々を集合的運命へと連れて行かないのであ

る。その代わりに，絶え間ない乗り降りがあるのである。バスに取り残された

数少ない人々は自分たちを個人的に失敗したものとみなす。なぜなら彼らの運

命はもはや集合的なものとして経験不可能だからである。このように，貧困は

階級的運命ではない。純然たる個人的運命である。６８）逆説的に集合的経験になっ
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ているのは「個人化」や増大する不平等の個々ばらばらな生活史への断片化で

あり，「個人化」によって，貧困な人々の政治的組織化は消失しているのであ

る。６９）そして離床した個人化は支配的な社会的物語の衰微をもたらす。「個人化」

は社会的物語を多元化し，それによっていかなる社会的物語も論争の余地のな

いヘゲモニーを獲得できなくなるのである。７０）

また，階級闘争と階級社会のモデルは国民国家を前提としている。しかし，

現代において特徴的なことは，人々の生活が一つ以上の枠組みにおいて組織さ

れているということである。それは新しいトランスナショナリティを生きるグ

ローバルエリートだけでなく，搾取される貧しい移民にもあてはまる。たとえ

ば，アメリカにおけるフィリピン人，インドネシアにおける中国人，ドイツに

おけるトルコ人などは，二つの準拠枠を有するトランスナショナルな人生を生

きている。この両義的でトランスナショナルな位置は彼らの人生やアイデン

ティティを刻印づけている。階級のカテゴリーはこのような国境を越えた多面

的な不平等の絡み合った関係を捉えるのに十分なほど弁別的ではない。階級概

念はラディカルに不平等な生活状況の複雑性を把握することができない。その

代わりに，階級概念が行っていることは虚偽の単純性によって，我々を欺くこ

とである。

階級分析はつねに部分的に階級的連帯性という亡霊を呼び出す試みであり，

歴史的主体性としての集合的主体を想定する試みであり，それにまつわる政治

的プログラムを構築する試みであった。しかしながら，一つのユートピアとし

て，そして一つの政治的プログラムとして，階級は個人化した社会とは正反対

の社会の構図と�がっている。労働階級という歴史的主体が未来の進歩のため

の連帯性を提供するであろうという考えには全くの根拠がなく，不平等の激化

という経験に階級理論の再生を基礎づけようとする試みは失敗する運命にあ

る。なぜなら，第一に，階級分析は「個人化」によって集合体がすでに解体し

た状態において集合体が存在することを前提しているからである。第二に，階

級分析は保守主義と同様に，「個人化」し，トランスナショナル化した文化を
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背景として政治を再考することを回避しているからである。７１）

以上のように，ベックは現代社会が階級社会から（多元化した社会的不平等

が存続ないしは激化する）ポスト階級社会へ移行しつつあることを明らかに

し，さらに階級復活説を否定することによって，階級がゾンビカテゴリーと化

していることを示唆しているのである。

五 「個人化」の政治的帰結

－－－社会の準政治化と国民政治の脱政治化－－－

ここまで「個人化」が既存の社会集合体を解体し，それらに関する概念をゾ

ンビカテゴリーへと変質させているだけでなく，「個人化」が自己選択的であ

るとともに実験的で利他的・協同的でもあるがゆえに新たな形態の社会集合体

を構築しうる，というベックの見解を確認してきた。この節ではさらにそうし

た「個人化」が有する政治的な意味合いを明確化していきたい。ベックは「個

人化」の進展によって，社会の開放化（opening）と準政治化（subpoliticization）

がもたらされ，さらに国民的政治の脱政治化（depoliticization）がもたらされ

る，と述べている。７２）まず，個人化による社会の準政治化ということから見て

いくことにする。

「個人化」が徹底化された場合，「自己文化（self-culture）」と称されるものが

生起する，とベックはいう。「自己文化」とは，当初，脱伝統的な生活世界の

概念とともに否定的に語られたものを指し示している。すなわち，強制されて

いるにもかかわらず，喜んで自分自身の不確定な人生を主導することやそれと

他の人々の独自の人生とを調和させることである。あるいは，多くの人々が「自

分自身の人生」を冒険的に探求すること，として理解される。７３）

こうした「自己文化」の政治的な表れは「自己文化政治（self-culture politics）」

ないし「自己政治（self-politics）」と呼ばれるのであるが，それはギデンズが

「生き方に関する政治（life politics）」と呼ぶものと収斂する。物理的自然と社

会的自然が消失するとともに，多くの新しい局面が決定されるべき事柄になる
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ため，生き方を決定する政治が立ち上がってくるというわけだが，それは政治

的なものが私的なものの中心に躍り出てくるような，公共的な問題に関わって

いる。たとえば，老朽化した石油掘削プラットフォームの海洋投棄計画が表面

化し，それに反対する市民たちの製品不買運動を引き起こしたシェル石油や，

狂牛病で問題となったイギリス産牛肉などについての議論が示しているよう

に，ガソリンを満タンにする，または夕食を調理する，といった日常生活の純

粋に私的な事柄と思われているところに，意思決定に関わる直接的な政治的領

域が突然生じうるのである。ここで市民たちは購買という行為が投票という行

為であることを発見する。自己文化政治の成功とは，自分にとってさほど意味

のない私的な行為と，諸個人が自分自身をグローバルな政治的行為の作為者で

あるとみなすことができるという結果とが，直接的かつ明確に結びつくことで

ある。このように自己文化が政治的に自覚的になる限りにおいて，政治的行為

の自己組織的形態と代議制的形態との間には競合関係が生じる。このことは政

治システムが政治の独占を喪失しつつあることを意味している。７４）

以上のような，「政治的行為の代議制的形態」・「システム政治」・「政治家の

政治」・「国家政治」と対比される「政治的行為の自己組織的形態」・「自己政

治」・「自己文化政治」・「自己活動的な政治」は，ベックが「準政治（subpolitics）」

と呼んでいるものの一部である。準政治とは代議制民主主義の政治システムの

外にあって，「社会の形成力」を有するもの，「社会変化を引き起こすことがで

きる」ものを意味している。７５）あるいは「議会の存在を無視」して「政治的決

定」を行いうるもの，「議会を経由しない権力統制の可能性」を有するもので

ある。７６）それは「政治のカテゴリーにも非政治のカテゴリーにも入れられない，

つまり何か第三の形の政治」であり，具体的には「市民運動」，「新しい社会運

動」，「司法」，「メディア的公共社会」のほか，「技術＝経済」が例として挙げ

られている。７７）「準政治」の一種であるエコロジーやフェミニズムなどの「新し

い社会運動」や「市民運動」は，まさしく「政治的行為の自己組織的形態」・「自

己文化政治」であるがゆえに，「個人化」によって「準政治」（の一部）が生み
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出されてくるといえよう。

こうして準政治化は個人化した社会の政治的表現である，ということにな

る。ベックによれば，準政治化は文化的民主主義化としても知られている民主

主義の民主主義化から派生している。文化的民主化は，市民的権利，政治的権

利そして社会的な権利が内面化されたときに生み出された，意図されざる副作

用である。文化的な民主化の段階に至ると，民主主義は家族の中に入り込む。

離婚は議会のように解散することに対して投票できるものへと結婚を変化させ

ている。ジェンダーの役割と家族内分業の自然な組み合わせが解体したとき，

誰が何を行うかという問題は，協議可能であるだけでなく，正当化の必要のあ

る事柄になっている。これによって家族は公共領域の特徴である諸性質を備え

ることになった。ジェンダー役割の再定義の例にみられるように，準政治化は

公と私の間の境界が曖昧化し，浸透的になっていることから派生している。７８）

このように社会の準政治化は私的領域の民主主義化・市民社会の公共化と

いったことを含意していると考えられる。「政治はある意味で普遍化してしまっ

たのである」。７９）だとすれば，準政治化は専門化された政治領域と脱政治化され

た社会を区分する境界を破壊するのであり，政治に対する定義は変化せざるを

得ない。「政治の近代化は…政治の枠をはずし，社会を政治化する」のであ

る。８０）これは，従来，政治と区分されていた社会の枠が開放化されるというこ

とでもある。

こうした社会の準政治化や開放化が進行すると「国家政治」・「システム政

治」・「政治家の政治」は相対的に「無力化」することになる。「政治の枠がと

り払われ」，「市民運動」や「新しい社会運動」などが代議制システムの外で「社

会形成力」を持ち，「政治的決定」を行うことにより，「新たな社会の輪郭は，

もはや議会での話し合いや行政府の決定によって決められるのでは」なくなる

からである。つまり，社会の準政治化と開放化は国民政治の脱政治化をもたら

すといえるのである。今や社会を形成する潜在的可能性は政治システムから準

政治システムに移っているのであり，「政治的なものが非政治的になり，非政

U・ベックの「個人化」論について ３２１



治的なものが政治的になる」，あるいは「国家の衰退は，多くの場合，自己組

織化の，つまり社会が準政治化することの，まさに裏面である」，というわけ

である。８１）

もちろん，「国民政治」の脱政治化は社会の準政治化だけに由来するのでは

ない。ベックによれば，議会制の形での政治は集合化された利害を前提してい

る。そして集合化された利害は比較的安定した集合体の社会構造を前提してい

る。しかし，集合的な社会は離床した個人化によって解体しつつある。８２）また，

国民的代議制民主主義のための基本条件は二つあり，一つは政党や他の集合的

行為主体が市民や集団成員を動員することを可能にする一般的な信頼であり，

もう一つは一定数の集合的行為主体とその内的な同質性である。けれども，こ

うした条件の両方が「個人化」の過程の結果として疑わしいものになりつつあ

る。「個人化」の過程はこれまでは集合的な政治的行為を可能にしてきた政治

的コンセンサスのための社会構造的条件を溶解しているのである。

「個人化」によって，成員に対して共通意識を与える所与の集合的状況が解

体され，国民国家レベルにおける政治的組織化は困難なものになるのであり，

代議制民主主義という「システム政治」が衰微することをベックは指摘してい

るのであるが，さらに国民的政治の閉じた空間はもはや存在しない，とも述べ

ている。８３）社会と公共領域はトランスナショナルに開かれたものになっている

のであり，「個人化」によって個人の人権に基づく政治形態としてのコスモポ

リタン的民主主義の可能性が開かれてくる。「個人化」によって社会はもはや

所与の規範や価値やヒエラルキーによって統合されえないがゆえに，男，女，

妻，キリスト教徒，ユダヤ教徒，黒人，イスラム教徒，ドイツ人，中国人と

いった人々の本質主義的規定はもはや存在しないのである。われわれは男と

女，黒人と白人，イスラエルとアラブ，キリスト教徒とイスラム教徒がいかに

して人間としての条件の非本質主義的定義を共有することができるか，という

ことを問わなくてはならなくなっている。８４）このようにベックは，「個人化」に

よる国民国家における集合的政治的行為の困難化，ならびに「個人化」とコス

３２２ 松山大学論集 第２１巻 第３号



モポリタン的民主主義との連関性を指摘することにおいて，「国民政治」の脱

政治化を示唆している。

以上，「個人化」の政治的帰結に関するベックの論点をまとめると，「個人化」

が「自己文化政治」を生み出し，それは私的な事柄が政治性を有することを自

覚化させ，エコロジーやフェミニズムなどの新しい社会運動や市民運動などが

自己組織的に立ち上がることにつながり，そうした市民社会の自己組織化が

「システム政治」や「政治家の政治」の外で政治的決定力や社会形成力を持つ

ことにより，社会の準政治化や開放化がもたらされる。また，準政治化が「政

治的なもののカテゴリー変容」を引き起こすことにより，「システム政治」と

しての「国民政治」は相対的に脱政治化される。８５）さらに，「個人化」が集合的

な政治的行為主体を解体させ，個人の人権を重視する脱本質主義的なコスモポ

リタン的民主主義に結びつくことによっても，「国民政治」は脱政治化される，

ということになる。

六 結 語

本稿において概観してきたベックの「個人化」論に対しては，いくつかの疑

問点が挙げられよう。まず，ベックは「個人化」を再帰的近代化において「強

制されたもの」とみなしている。しかし，「個人主義」自体が（個人的）人権

や主体性の尊重という近代啓蒙思想に部分的に由来しているがゆえに，「個人

化」が近代社会において意図的・主体的に推進された側面もあるという点を無

視しているのではないか，と問うことができるだろう。つまり，確かに意図せ

ざる近代化の副作用としていやおうなしに「個人化」が高度化しているという

一面の事実は否定できないが，個人の価値や自由を尊重するという，近代の理

性的・反省的な思考に基づいて人々が主体的・積極的に「個人化」を進行させ

ているという側面もあると考えられる。ベックは「個人化」が近代化による受

動的な「強制」であるという点のみを強調しており，近代人が能動的に「個人

化」を促進しているという点を等閑視しているのではないだろうか。
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次に，「政治家の政治」や「システム政治」の脱政治化というテーゼについ

ては，事態はまだそこまで進行していないと考えられる。新しい社会運動や

NPO・NGOなどの市民活動の活性化が準政治として興隆し，代議制民主主義

の社会形成力や決定力を相対的に弱めているのは確かであるが，「政治家の政

治」や「システム政治」が無力化してしまっているわけではない。依然として

「政治家の政治」や「システム政治」の社会形成力は健在であり，むしろ準政

治はそれらを補完するものとみなされうる。

もう一つはゾンビカテゴリーについてである。すでに見たようにベックは「家

族」，「階級」，「近隣」，「国民国家」などをゾンビカテゴリーの例として挙げて

いるが，これらの集合体はまだ完全にゾンビカテゴリーにはなっていないので

はないか，という疑問が生じる。なるほど，現在では家族形態の多様化，階級

意識の衰退，近隣の解体，国民国家の権能の低下などが生起しているとはい

え，それらの集合体が現実として消散しており，ただ理念のみが生き残ってい

るといった状況にはいまだ至っていないと考えられるのである。

しかしながら，こうした疑問点をはらんでいるとはいえ，ベックの「個人化」

論は現代日本における共同体の解体現象を考察する際に一つの貴重な視座を提

供している。すなわち，「個人化」によって既存の共同体の解体は不可避であ

り，それは不可逆的に進行していくのであるが，それによって社会的なるもの

が消滅してアノミー状態がもたらされるというのではなく，諸個人の自己選択

を基礎とした多様な関係性や集合性が新たに創造される，という見通しであ

る。本稿で確認したように，ベックの「個人化」は諸個人が単独化・孤人化し

て無秩序状態になる「アトム化」ではなく，「協同的あるいは利他的な個人主

義」を意味しており，それは選択的親和性に基づく実験的な共同体を構築する

のである。家族に関しては多種多様で流動的な形態のアソシエーショナルな「ポ

スト家族的家族」が生み出されつつあることが指摘されたのだが，これが「国

家」や「階級」や「近隣」についてもあてはまるとすれば，いわば「ポスト国

民国家的国家」，「ポスト階級的階級」，「ポスト近隣的近隣」が創出されつつあ
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るということになる。そして諸個人が自己選択的に親和的関係性を取り結ぶこ

とによって構成されるこれらのアソシエーショナルな共同体は，既存の規範や

伝統という根拠を失った「ポスト伝統的な共同体」あるいは「再帰的な共同体」

だということになるだろう。もしこのような見通しが正しいとすれば，現代日

本において進行中の「個人化」や「脱伝統化」によって社会が分解して，モナ

ド化した諸個人が利己的かつ野放図にふるまうカオティックな状態が生じるの

ではなく，個人の自己決定・自己選択を基礎とした実験的かつ流動的で多様な

再帰的集合体が新たに立ち上がっていくことが予想される。そして，そうした

新しい結社的集合体が政治的もしくは準政治的主体として，「再帰的近代」あ

るいは「第二の近代」の社会を形成していくと推論されうるのである。

注

１）小此木啓吾『ケータイ・ネット人間の精神分析』朝日新聞社 ２００５年 ３０８～９頁及び
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６）こうした共同体の衰微は人間関係に関する意識調査においても明らかである。１９７３年か

ら２００３年にかけての人間関係に関する日本人の意識の推移に関する調査結果において

は，地縁，血縁，社縁の三つの人間関係に共通して，全面的な付き合いへの志向が減少し，

部分的あるいは形式的な付き合いが増加する傾向がはっきりと示されている。NHK放送
文化研究所編『現代日本人の意識構造［第六版］』日本放送出版協会２００４年 １９５～６頁
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７）Ulrich Beck & Elisabeth Beck-Gernsheim, Individualization ,Sage，２００１，p. xx.
８）Ulrich Beck : Rigikogesellshaft,Suhrkamp １９８６, S.２５１（U・ベック『危険社会』東廉・伊
藤美登里訳 法政大学出版局 １９９８年 ３１３頁 なお，本稿における引用文は必ずしも邦

訳書に従っているわけではない。）

９）ベックによれば，「再帰的近代化」ないし「第二の近代」という概念はポストモダニズ

ムの理念と格闘することによって生み出された。ヨーロッパは近代を発明したがゆえに，

近代の欠陥に対して特に責任を負っている。我々が必要としていることは近代および近代

社会の自己批判と再定義である。近代はグローバルなレベルで再構成される必要がある。

この作業のためには，ポストモダン思想は不適切である。それは近代を捉える古いやり方

がもはや妥当ではない理由を解明しているが，ポストモダン思想はそこから急に立ち止

まってしまう。ポストモダン思想は境界線を引く古いやり方が，隠�された正当化不可能
な仮定に依拠している理由を説明しているのだが，そこで停止しており，社会生活が持続

する仕方を全くの�としてしまっている。そしてポストモダニズムは結果的に我々の状況
の新奇さと危機的な性質を否定しているように思われる。終焉や解体のように見えるもの

は，見方を変えれば，つねに始まりであり，再構造化である。

ただし，ポストモダニズムは多くの領域において我々に出発点を提供した，とベックは

いう。たとえば，ポストモダン思想の中心に，社会，概念，自然の境界線の特性において

根本的な変化が生じているという考え方があるが，これは「第二の近代」の定義にとって

も中心的な考え方である。社会内，社会間，社会と自然の間，我々と他者の間，生と死の

間において，境界線の多元化が生じており，この多元化は境界線の本質的な特性を変化さ

せている。あらゆる境界線は選好的，選択的，恣意的なものになる。このことはさらに境

界線によって定義される集合体の特性を変化させる。

この点まではポストモダンの理論家と「第二の近代」の理論家は完全に合意しているの

だが，ここから両者は分岐するのである。ポストモダニズムが単に境界線の多元化と開拓

を称揚するのみであるのに対して，「第二の近代」の理論はこの新しい現実が個人や集合

体の意思決定に対して提起する問題や，そうした意思決定の持続的存在が理論に対して提

起する問題から出発するのである。人々は意思決定をしなければならないのだが，あらゆ

る決定は包摂と排除の線を引く。社会生活が営まれているかぎりにおいて，境界線を引く

ことを可能にする実践的な論理が存在しているはずであり，そうした論理が何であるかと

いうことを発見することが社会学の任務である，とベックは論じている。
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さらにベックは，近代は消滅しておらず，我々は近代以後を生きているのではない，と

述べてポストモダニティの概念を批判している。新たなことは近代がそれ自身の基礎を近

代化しはじめたということであり，それは近代が再帰的になったということを意味してい

る。ベックによれば，「第一の近代」は多くの非近代的な構造に依拠していた。しかしな

がら近代化がそうした構造を変容させはじめ，それらを近代的にすると，それらは利用可

能な基礎であることを止める。これは意図的な過程ではない。社会原理における根源的な

変容を生み出しているのは累積的な意図されざる副作用（side effects）の過程である。市
場の拡大，法の普遍主義，技術革命は伝統社会の境界を破壊した後，それ自身の基礎を変

革し続けてきた。近代化がそれ自身の自明の前提を脱魔術化し，解体する度合いに応じて，

「単純な近代化」は「再帰的近代化」になる，とされる。

以上のように「再帰的近代化」ないし「第二の近代」という概念は，ポストモダニティ

の概念に対するオルタナティヴとして提起されたのであり，ポストモダニティが近代の終

焉や解体などを意味しているのに対して，「再帰的近代化」は近代自体の終結や消滅を否

定するだけでなく，近代内部における終焉や解体とそれに続く新たな始まりや再構造化を

視野に収めるものである。cf. Ulrich Beck & Johannes Willms, Conversations with Ulrich Beck,
Polity Press,２００４, pp.２５－９.

１０）「再帰的近代化」（＝「第二の近代」）と「単純な近代化」（＝「第一の近代」）との間に

存在する相違点について，ベックは「第一の近代」が「国民国家を中心とした」近代であ

るのに対して，「第二の近代」は「国民国家を中心としない」近代である。また，「第一の

近代」が「構造の論理」であったのに対して「第二の近代」は「流動の論理」である，と

している。また，ベックは「第一の近代」の基本的前提として，五つのポイントを指摘し

ている。第一の近代の枠組みにおいては，�社会は国民国家の見地から組織されたものと
して思考されている。�社会は大きな集団と結びついた所与の集合的アイデンティティに
基づいているものとみなされている。�社会は完全雇用社会と考えられている。�社会と
自然の明確な区別に依拠している。自然は社会の「外部」とみなされている。�技術的合
理性というウェーバーの原理を前提している。工業化と合理化のあらゆる副作用が予測可

能で制御可能であることを仮定している。

「第二の近代」はこうした「第一の近代」の基本的前提が解体しつつあることを示唆す

るのである。ただし，「第二の近代」は「第一の近代」の変容過程としてのみ記述しうる

のであり，こうした変容の目標と方向性は完全に非決定的である，とされる。「第二の近

代」は開放的な概念なのである。そしてベックは「第二の近代」は進化論的な概念ではな

い，ともいう。「第一の近代」と「第二の近代」は時間・空間的に相互に排他的なものと

考えることはできない。それらは同時に存在し，完全に相互浸透的である。それらの区分

は進化論的な時代区分として誤解してはならないのである。

cf. Conversations with Ulrich Beck, pp.２６－７, pp.３０－１.
１１）Conversations with Ulrich Beck, p.３３. A・ギデンズはベックと同じく「再帰的近代化」の
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概念を提出しているが，ギデンズの「再帰的近代化」は実のところ「反省的（reflective）近
代化」である，とベックはいう。それは近代の基礎と帰結についての自己反省（self-reflection）
という意味においてギデンズの中心的な関心事である。「反省的近代化」はベック自身の

アプローチとかなり重複しており，自己反省が近代化の重要な原動力であるということに

完全に同意する，とベックは述べる。しかしながら，ベックの観点からすると，いくつか

の問題点もあるとされる。

ギデンズのように，自己反省を近代の中心的な特徴にしてしまうと，再帰的近代とノー

マルな近代との区分がほとんど不可能になってしまう。これによってギデンズは再帰的近

代化を本質的に同じ過程の新しい段階として解釈している。ギデンズは非連続性よりも連

続性を強調しているのである。これに対して，自分はむしろ近代化過程の意図されざる帰

結に焦点を合わせている，とベックは主張する。ベックは近代化過程の意図されざる帰結

が質的に新しい社会変容と結びつく様態に焦点を合わせるのであるが，このことは制御不

可能で計算不可能なリスクという概念と関連している。

ベックの処女作である『危険社会』は環境に注目しているが，環境は危険（danger）が
否認されることによって強化された領域である。なぜなら専門家は危険を認知できなかっ

たからであり，危険を反省しようとしなかったからである。ベックが「再帰的近代化」に

ついて語る場合，この種の無反省（non-reflection）を含むものを意味している。「再帰的近
代化」によって意味されていることは近代の自己対峙（self-confrontation）であり，近代自
身の成功の副作用（side effects）との対峙なのである。ベックにとって，再帰＝反射（reflex）
とは行為（action），すなわち過去＝後方（backwards）を志向する行為であり，それ自身を
変化させはじめる変化の過程であり，漸進的に新しい過程になりはじめる変化の過程であ

る。

１２）U. Beck, A. Giddens & S. Lash, Reflexive modernization , Polity Press,１９９４, p.５.（U・ベッ
ク，A・ギデンズ，S・ラッシュ『再帰的近代化』松尾精文・木幡正敏・叶堂隆三訳 而立

書房 １９９７年 １７頁 なお，本稿の引用文は必ずしも邦訳書に従っているわけではない。）

１３）Rigikogesellshaft, S.２５２（『危険社会』３１４頁）
１４）Reflexive modernization , p.５.（『再帰的近代化』１７頁）
１５）Reflexive modernization , p.１７６.（『再帰的近代化』３２２頁）
１６）Reflexive modernization , p.１７５.（『再帰的近代化』３２０頁）Conversations with Ulrich Beck ,
p.３３.

１７）Rigikogesellshaft, S.２１３（『危険社会』２６２頁）
１８）Rigikogesellshaft, S.２５１－２（『危険社会』３１３～４頁）Individualization, p.３.
１９）Individualization , p.４.
２０）Reflexive modernization , pp.３－４, p.１４.（『再帰的近代化』１３～４頁，３２頁）
２１）Individualization , p.２６.
２２）Ibid.p.２５.
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２３）Rigikogesellshaft, S.２１６（『危険社会』２６６～７頁）
２４）Reflexive modernization , p.１５.（『再帰的近代化』３３頁）及び Rigikogesellshaft, S.２１７（『危
険社会』２６７頁）及び Individualization , p.３.

２５）Individualization , p.５.
２６）Individualization , p.２０２. Conversations with Ulrich Beck, p.６２.
２７）Individualization , p. xxi. ちなみに A・ギデンズも個人主義を市場経済の拡大によって促
進された経済的利己主義や消費主義と同一視することは大きな誤りである，と述べてい

る。そして，個人主義は伝統や慣習の支配力から解放された社会における構造的現象であ

る，とみなしている。cf. A. Giddens（ed.）, The Global Third Way Debate, Polity Press,２００１,
pp.４－５.

２８）Conversations with Ulrich Beck, p.７４.
２９）Individualization , p. xxii.
３０）Conversations with Ulrich Beck, p.６７.
３１）Ibid. p.７５.
３２）Individualization , p. xxii p.２８, p.２１２. Conversations with Ulrich Beck, p.７７.
３３）Individualization , p.２１１－２.
３４）Ibid. p. xxii.
３５）Ibid. p. xxi, p.１１. ベックの「制度化された個人主義」という用語は T・パーソンズに由
来している。功利主義的な個人主義や利己的な個人主義とは区別される制度的な個人主義

という点をベックはパーソンズから継承している。しかし，ベックにおいては制度的規範

を内面化した個人主義といった意味合いのパーソンズの用法とはいささか異なった意味で

使用されている。パーソンズの場合は「制度化された個人主義」は「道具的個人主義」と

も呼ばれ，個人は既存社会において設定された道徳的使命遂行のための手段ないし道具と

みなされるのである。こうしたパーソンズのいわゆる「文化中毒者」の個人主義とは異な

り，ベックの場合は，拘束的な伝統に取って代わった近代の労働市場や社会保障といった

制度的指針の枠内で，実験的・脱伝統的・再帰的・自己選択的に自分自身の人生を組織し

ていく個人主義を意味しているといえよう。cf. T. Parsons, Social Structure and Personality,
The Free Press,１９６４, pp.１９６－８.（T・パーソンズ『社会構造とパーソナリティ』武田良三監
訳 新泉社 １９８５年 ２６２～４頁）及び Individualization , p.２３, p.２６.

３６）Rigikogesellshaft, S.２１０（『危険社会』２５９頁）
３７）Individualization , p.２３－４.
３８）Conversations with Ulrich Beck, p.８１.
３９）Individualization , p. xxi, p.７. ベックは「個人化」の社会科学的な意味は，新自由主義
的な意味と区別されるべきである，と述べている。ベックによれば，マルクス，ウェーバ

ー，デュルケム，ジンメル，パーソンズ，フーコー，エリアス，ルーマン，ハバーマス，

ギデンズといった，社会学の主要な理論家たちすべてを結ぶ赤い糸は，個人化が高度に分
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化した社会の構造的特質であること，そして個人化は社会の統合を脅かすのではなく，実

際にはそれを可能にするということである。新自由主義的な意味とは異なる，社会科学的

意味での「個人化」とはこうしたことを指し示している。

なお，ベックと同様に「個人化」に言及している Z・バウマンは「個人化」を自由と不
安定性という二律背反，すなわち自律とアノミーという二者択一として捉えており，それ

はベックの観点からすれば「個人化」に関する単純な「常識的見解」であるということに

なるだろう。バウマンは，「個人化」は「前例のない実験的ともいえる自由をもたらして

いる」が，他方で「個人化」は「市民的行動の腐食」ということであり，それによって「公

的関心」が低下し，「『公』が『私』によって植民地化」される，としている。「自己主張

の権利と，そうした自己主張を実行可能な，あるいは不可能なものにする社会状況を管理

する能力との間には大きな隔たりがあるということは，まさに『第二のモダニティ』が抱

える主要な矛盾である」というのである。また，自由（＝選択領域）の範囲が広がれば世

界は「不確実で問題含みのもの」になるだけでなく，自由に内包されている欲求と能力（＝

可能性）の不調和が，不安や落ち着きのなさなどを導くとされるのである。このようにバ

ウマンは「個人化」を新自由主義的な利己的個人主義・市場的利己主義ないし「アトム化」

として捉えているのであり，ベックの社会科学的な意味での「個人化」概念とは全く異なっ

ている。cf. Z. Bauman, The Individualized Society, Polity Press,２００１, pp.４８－５０, p.５８.（Z・
バウマン『個人化社会』澤井敦・菅野博史・鈴木智之訳 青弓社 ２００８年 ７０～３頁，８５

頁）

４０）Ibid. p.２.
４１）Conversations with Ulrich Beck, p.６７.
４２）Individualization , p. xxi.
４３）Conversations with Ulrich Beck, p.８０. Individualization , p.２６.
４４）Individualization , p.１１.
４５）Ibid. p. xxi.
４６）Conversations with Ulrich Beck, p.６３, Individualization , p. xxii.
４７）Conversations with Ulrich Beck, p.６５.
４８）Ibid. p.８９.
４９）Ibid. p.６８.
５０）Individualization , p. xiv.
５１）Ibid. p.２０３.
５２）Conversations with Ulrich Beck, pp.５１－２. ベックによれば，ゾンビ概念の批判は再帰的
社会学を創造する第一ステップである。社会学のリニューアルは，どの程度我々の基本概

念が歴史的に時代遅れになった前提に基づいているのか，という疑問から始まる，とされ

る。

５３）Individualization , p.２０４, p.２０６.
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５４）Ibid. p.８８.
５５）Ibid. p.８９.
５６）Ibid. p.９０.
５７）Ibid. p.９６.
５８）Ibid. p.２０４.
５９）Ibid. pp.９７－８.
６０）Ibid. p.８５.
６１）Conversations with Ulrich Beck, p.７０.
６２）Individualization , p.８６.
６３）Ibid. p.２２.
６４）Conversations with Ulrich Beck, p.１０７.
６５）Individualization , p.３０.
６６）Ibid. p.３９.
６７）Conversations with Ulrich Beck, pp.９９－１００.
６８）Ibid. p.１０２.
６９）Individualization , p .xxiii, p.２０７.
７０）Conversations with Ulrich Beck, p.１０１.
７１）Ibid. pp.１０４－１０８. ベックは社会的不平等に対する新しい運動は，貧困のグリーンピー
スのような環境運動をモデルにしたトランスナショナルな反貧困運動であろうと推論して

いる。

７２）Individualization , p.２８.
７３）Ibid. p.４２.
７４）Ibid. pp.４４－６.
７５）Rigikogesellshaft, S.３３６（『危険社会』４１８頁，４４１頁）
７６）Rigikogesellshaft, S.３１６（『危険社会』３９４～５頁
７７）Rigikogesellshaft, S.３０４－３２９（『危険社会』３８１～４０９頁）
７８）Conversations with Ulrich Beck, pp.９７－８.
７９）Rigikogesellshaft, S.３６９（『危険社会』４５３頁）
８０）Rigikogesellshaft, S.３１６（『危険社会』３９４頁）
８１）Rigikogesellshaft, S.３０５（『危険社会』３８２頁），Reflexive modernization , p.３９－４０.（『再帰
的近代化』７７頁）

８２）Conversations with Ulrich Beck, p.８８.
８３）Individualization , pp.２８－９.
８４）Conversations with Ulrich Beck, pp.８８－９０.
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U・ベックの「個人化」論について ３３１


